
 

 

 
 

 

 

 

 

※ 但し、助成対象期間については当センターが認める期間となります。 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

ビジネスプラン応援助成金 
新たに起業を予定されている方、既に起業していて新しく別の事業を始めたい

方の事業プランの実現を応援いたします! 

応募期間 令和３年６月 24 日(木)~７月 26 日（月） 

助成対象期間 

最大３年間 

助成率 

4/5 以内 

 

助成限度額 
１年目 ５０万円 

２・３年目 ２５万円 

○ 秋田県内で起業を予定、または令和３年４月１日以降から既に起業し

ている方 

○ 秋田県内で平成 29 年４月１日以降に起業し(第二創業(※1)を含む)

令和 4 年３月 31 日までにこれまで行ってきた事業とは異なる新しい

事業展開や新分野への進出(※2)を予定している方 

○ 秋田県内で平成 29 年４月１日以降に事業を引き継ぎ、またはこれか

ら事業承継を予定し、令和４年３月 31 日までにこれまで行ってきた

事業とは異なる新しい事業展開や新分野への進出(※2)を予定してい

る方 

応募対象者 

※1 第二創業は総務省の日本標準産業分類の細分類が異なる事業であること 

※2 新事業展開及び新分野進出とは総務省の日本標準産業分類の細分類が異なる事

業への展開及び進出であること 

（公財）あきた企業活性化センター 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

起業等に必要な官公庁への申請書類作成等経費、広報費、備品費、謝金、旅

費、借料、通信運搬費、委託費 

対象となる経費 

（問い合わせ先） 公益財団法人あきた企業活性化センター  

総合企画部 総合相談課 ビジネスプラン応援事業担当 

 ＴＥＬ ０１８－８６０－５６１０ ＦＡＸ ０１８－８６３－２３９０ 

         E-mail soudan@bic-akita.or.jp 

助成対象期間中は、１年毎に交付申請、実績報告をしていただきます。 

手続きの主な流れ（応募締切から決定までは約 1~1.5 か月となります） 
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※本事業は、中小企業地域資源活用等促進事業の助成金を活用して実施しております。 


